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【ベンチ設置の募集概要】 

１ 申 請 者  個人，団体，企業等（市内外問わず） 

 

２ 規 格  堅固かつ十分な安全性を有し，強風で飛ばされないもの 

         お店や会社の広告等の掲載可 

※広告の大きさなどにより，宮城県屋外広告物条例の適用を受ける場合

があります 

 

３ 設 置 場 所  バス停留所があるところで申請者が希望する場所 

         （歩行者等の往来やスペース等の関係でベンチ設置が困難な場所を除く） 

 

４ 管 理 体 制  申請者所有のまま，申請者において清掃等の管理をしていただきます 

   

５ 設置までの流れ  （１）事前相談＜申請者＞ 

           （２）現地確認，道路管理者や警察署への事前確認＜市＞ 

           （３）申請者へ設置可否の回答＜市＞ 

           （４）道路管理者への占用許可申請・許可＜市，道路管理者等＞ 

           （５）ベンチ設置＜申請者＞ 

 

  ６ 募集開始日  平成３０年６月１日（金）から 

 

  ７ 申し込み先  市ＨＰ又は市本庁舎等に備え置きの相談用紙に記入し，以下まで持参，

郵送，ＦＡＸ，メール等により提出してください 

気仙沼市 震災復興・企画部 震災復興・企画課 総合交通政策室 

           ＦＡＸ ： 0226-24-8605 

Ｅ-mail ： kikaku@kesennuma.miyagi.jp 

■ 公共交通機関の待合環境改善と利便性向上を図るため，バス停留所にベンチを設置

していただける方を募集します。ベンチにはお店や会社の広告等を掲載し，宣伝等と

して設置することが可能です。 

 

■ 市内には約３７０箇所のバス停留所があり，そのうちベンチが設置されている停留

所は約６０箇所（待合室含む）となっています。設置スペースなどの制約条件もあり

ますが、市では今後，この取組み等によりバス停留所へのベンチ設置を推進していき

ます。 

バス停にベンチを設置していただける方を募集します 

記者発表資料 

平成３０年６月１日（金） 

震災復興・企画部震災復興・企画課 

（総合交通政策室） 

担当：熊谷・及川（内線３１９） 
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＜イメージ１＞背もたれなし、固定式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜イメージ２＞背もたれあり、据え置き式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記はイメージとなりますので、詳細な規格等はご相談ください。 

広告例 

広告例 


